
 
電報サービス契約約款の一部改正 

新旧対照 

旧 新 
 

 

別記 
１ （略） 
１の２ 電報配達員による配達ができない区域 

当社は、次に掲げる区域においては、電報配達員による配達を行いません。 

別記 
１ （略） 
１の２ 電報配達員による配達ができない区域 

当社は、次に掲げる区域においては、電報配達員による配達を行いません。 

 
都道府県 市区町村 

電報配達員による配達ができない区域   
都道府県 市区町村 

電報配達員による配達ができない区域  

 町字 （参考）島名   町字 （参考）島名  

 （略） （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略）  

 鹿児島県 出水郡長島町 （略） （略）   鹿児島県 出水郡長島町 （略） （略）  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

  鹿児島郡十島村 悪石島 悪石島    鹿児島郡十島村 悪石島 悪石島  

   口之島 口之島     口之島 口之島  

         諏訪之瀬島 諏訪之瀬島  

   平島 平島     平島 平島  

  鹿児島郡三島村 （略） （略）    鹿児島郡三島村 （略） （略）  

  （略） （略） （略）    （略） （略） （略）  

 沖縄県 （略） （略） （略）   沖縄県 （略） （略） （略）  

  

 附 則（令和７年３月27日企営第155500000605号） 

この改正規定は、令和７年４月１日から実施します。 

 


